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○「地域生活支援事業等の実施について」（平成１８年８月１日障発第０８０１００２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

別紙１「地域生活支援事業実施要綱」新旧対照表【令和８年４月１日適用】 

 

（傍線の部分は改正部分） 

新 旧 

別紙１ 

地域生活支援事業実施要綱 

 

１～７ （同右） 

 

（別記１－１）～（別記１－11）（同右） 

 

（別記１－12） 

専門性の高い相談支援事業実施要領 

 

１ 目的（同右） 

 

２ 実施主体 

（１） （同右） 

（２） ３の（２）の高次脳機能障害者支援事業 

都道府県及び指定都市 

 

３ 事業内容 

（１） （同右） 

（２） 高次脳機能障害者支援事業 

令和８年４月７日障発０４０７第１９号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

通知「高次脳機能障害者支援事業の実施について」に基づき実施する事業。 

別紙１ 

地域生活支援事業実施要綱 

 

１～７ （略） 

 

（別記１－１）～（別記１－11）（略） 

 

（別記１－12） 

専門性の高い相談支援事業実施要領 

 

１ 目的 （略） 

 

２ 実施主体 

（１） （略） 

（２） ３の（２）の高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業 

都道府県 

 

３ 事業内容 

（１） （略） 

（２） 高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業 

平成１９年５月２５日障発第０５２５００１号厚生労働省社会・援護局障害保健福

祉部長通知「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業の実施について」

（別添１） 
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【別添４】  

（同右） 

 

（別記１－13）～（別記１－18）（同右）  

 

 

に基づき実施する事業。 

  

【別添４】  

（略） 

 

（別記１－13）～（別記１－18）（略）  

 

 

 


